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未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
死
者
は
六
千
名
を
超
え
、
全
壊
家
屋
は
十
万
棟
に
も
及
び
、
そ
し 

て
、
五
万
人
と
も
い
わ
れ
る
人
達
か
ら
職
を
奪
っ
た
。 

と
り
わ
け
、
壊
滅
的
な
打
撃
を
う
け
た
中
小
零
細
事
業
所
で
の
解
雇
が
多
数
を
占
め
「
雇
用
の
調
整
弁
」
と
し
て
の
パ
ー
ト

や
ア
ル
バ
イ
ト
の
人
達
や
中
高
年
齢
者
が
、
何
の
補
償
も
な
く
放
り
出
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。 

震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
が
「
復
興
」
の
か
け
声
と
は
裏
腹
に
、
失
業
給
付
切
れ
の
時
期
と
も
重
な
り
、
被
災
地
の
失
業

問
題
は
む
し
ろ
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
。 

一 

失
業
率
が
統
計
開
始
以
来
最
悪
の
水
準
と
な
る
な
ど
雇
用
情
勢
は
一
層
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
中
高
年
齢

者
に
は
厳
し
い
と
思
わ
れ
る
。 

生
活
再
建
に
と
っ
て
雇
用
確
保
は
不
可
欠
と
考
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

具
体
的
に
年
齢
別
（
五
歳
刻
み
）
、
男
女
別
の
有
効
求
人
倍
率
を
全
国
値
と
被
災
地
と
に
区
分
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た 

い
。 又

、
結
果
に
つ
い
て
の
労
働
省
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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三 

就
労
促
進
法
第
二
条
第
二
項
で
、
公
共
事
業
は
「
地
方
公
共
団
体
等
が
計
画
実
施
す
る
公
共
的
な
建
設
又
は
復
旧
の
事
業

を
い
う
」
と
あ
る
が
、
建
設
及
び
復
旧
事
業
に
限
定
し
て
い
る
の
は
何
故
か
。 

二 

被
災
地
に
お
け
る
多
数
の
失
業
者
の
発
生
に
対
処
す
る
た
め
当
該
地
域
に
お
い
て
計
画
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
に
で
き
る

だ
け
多
数
の
被
災
失
業
者
を
雇
い
入
れ
、
そ
の
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
受
け
た

地
域
に
お
け
る
被
災
失
業
者
の
公
共
事
業
へ
の
就
労
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
以
下
「
就
労
促
進
法
」
と
い
う
。
）

が
施
行
さ
れ
た
が
、 

4 

以
上
の
結
果
に
対
し
て
、
労
働
省
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 

右
、
1
、
2
に
つ
い
て
、
吸
収
率
に
対
し
て
の
比
率
は
ど
の
程
度
と
な
っ
て
い
る
の
か
。 

1 

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
る
就
労
実
績
の
実
人
員
及
び
延
べ
人
員
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
が
困
難
な
場
合
、
公
共
職
業
安
定
所
の
承
を
得
て
直
接
雇
い
入
れ
も
可
能
だ
が
、
そ
の
場

合
の
就
労
実
績
は
い
か
が
か
。 

又
、
公
共
事
業
を
建
設
・
復
旧
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
福
祉
分
野
に
も
枠
を
拡
大
す
る
こ
と
に

よ
り
就
労
は
促
進
さ
れ
る
が
、
そ
の
事
業
対
象
枠
を
拡
大
す
る
考
え
は
な
い
か
。
理
由
も
述
べ
ら
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

四 

就
労
促
進
法
が
ま
だ
充
分
に
そ
の
目
的
、
役
割
を
果
た
す
結
果
を
出
し
得
て
い
な
い
と
思
う
が
、
特
に
中
高
年
齢
者
の
雇

用
を
考
慮
し
た
場
合
、
労
働
大
臣
は
「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
「
特
定

地
域
」
の
指
定
を
行
う
考
え
は
な
い
か
。
理
由
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


